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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段で撮像された動画像を記録媒体に記録するように制御する記録手段と、
　撮像装置で発生した異常を検出する検出手段と、
　前記撮像手段で撮像された動画像、及び前記検出手段が異常を検出したことを通知する
警告表示を表示することのできる表示手段と、
　前記検出手段により撮像装置で異常が発生していることを検出した際に、前記異常に関
する警告表示をまだ表示していない場合は、前記記録手段によって動画像を記録中である
か否かに関わらず当該異常の検出に応じて当該異常に関する警告表示を前記表示手段に表
示し、
　前記検出手段により撮像装置で異常が発生していることを検出した際に、前記異常に関
する警告表示を既に表示していた場合は、前記記録手段による動画像の記録中には前記異
常に関する警告表示は表示せず、前記動画像の記録が停止した際に前記検出手段で前記異
常が検出されていた場合に前記異常に関する警告表示を前記表示手段に表示するように制
御する制御手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　異常に関する警告表示を行った場合に、当該異常に関する警告表示を行ったことを表す
情報を記憶媒体に記憶するように制御する記憶制御手段と、
　前記検出手段により撮像装置で異常が発生していることを検出した際に、前記記憶媒体
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に記憶された情報に基づいて、当該異常に関する警告表示を既に行ったか否かを判定する
判定手段と
を有することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記記憶制御手段は、発生していた異常が解消したときに、前記記憶媒体に記憶されて
いる該異常に関する警告表示を行ったことを表す情報をクリアすることを特徴とする請求
項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記記憶制御手段は、複数の動作モードが存在するときに、前記動作モードが他の動作
モードに切り替わると、前記記憶媒体に記憶されている該異常に関する警告表示を行った
ことを表す情報を前記記憶媒体からクリアすることを特徴とする請求項２または３に記載
の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記警告表示をユーザーからの操作に応じて非表示にするように制御
することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記警告表示を、該警告表示の表示開始から所定時間が経過すると非
表示にするように制御することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の撮像装
置。
【請求項７】
　前記警告表示は、異常の内容を表す文字メッセージを含むことを特徴とする請求項１乃
至６の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記警告表示を、前記表示手段に表示されている撮像された動画像に
重畳して表示するように制御することを特徴する請求項１乃至７の何れか１項に記載の撮
像装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記検出手段により撮像装置で異常が発生していることを検出した際
に、前記異常に関する警告表示を既に表示していた場合は、前記記録手段による動画像の
記録中には前記異常に関する警告表示は表示せず、警告表示とは異なる警告アイコンを前
記表示手段に表示するように制御することを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記
載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記撮像装置の内部を冷却するためのファンを更に有し、
　前記検出手段は前記ファンの回転の異常を検出し、
　前記警告表示は前記ファンの回転の異常に関する警告表示であることを特徴とする請求
項１乃至９の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記検出手段は、電源供給を行うバッテリの異常を検出し、
　前記警告表示は、前記バッテリの異常に関する警告表示であることを特徴とする請求項
１乃至９の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記バッテリとは異なる他の電源を接続する接続手段を更に有し、
　前記制御手段は、前記バッテリの異常がある場合でも、前記接続手段に前記他の電源が
接続されている場合には警告表示を表示しないように制御することを特徴とする請求項１
１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　撮像手段で撮像された動画像を記録媒体に記録するように制御する記録ステップと、
　撮像装置で発生した異常を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより撮像装置で異常が発生していることを検出した際に、前記異常
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に関する警告表示をまだ表示していない場合は、前記記録ステップによって動画像を記録
中であるか否かに関わらず当該異常の検出に応じて当該異常に関する警告表示を表示手段
に表示し、
　前記検出ステップにより撮像装置で異常が発生していることを検出した際に、前記異常
に関する警告表示を既に表示していた場合は、前記記録ステップによる動画像の記録中に
は前記異常に関する警告表示は表示せず、前記動画像の記録が停止した際に前記検出ステ
ップで前記異常が検出されていた場合に前記異常に関する警告表示を前記表示手段に表示
するように制御する制御ステップと
を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１乃至１２の何れか１項に記載された撮像装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１乃至１２の何れか１項に記載された撮像装置の各手段として
機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置及び撮像装置の制御方法に関し、特に、撮像装置において行う警告の
表示制御に用いて好適な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオカメラのような撮像装置は、高機能化、多機能化が進んでおり、それに
伴って多種多様な場面で装置の異常を検出する必要性が高まっている。異常を検出したと
きの通知方法としては、液晶パネルに代表される表示装置を使って警告表示を行うものが
一般的である。
【０００３】
　装置の異常を検出したときは、できるだけ早く警告を通知するために表示を行うことが
求められる。また、特に装置を正常に操作できなくなるような異常や、装置の破損につな
がるような異常が検出されている場合は、継続してユーザに異常を通知していくことも重
要になってくる。
【０００４】
　そのような観点から、警告表示を行うタイミングを装置の動作の変化点をきっかけにし
て制御することを特徴とした先行例が提案されている（特許文献１）。特許文献１では、
電源のオン・オフ時や、電池交換時や、モード変更時などのタイミングで特別な情報表示
を行うことによって、装置の状態を的確に把握、確認できるようになることが期待されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２３６７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、撮像装置の場合は、撮影している映像を表示する表示装置とユーザに異
常を通知するための表示装置が同一であることが多いため、特に映像を記録している最中
に警告表示を行うと視界が遮られて煩わしいという特有の制限がある。
【０００７】
　そのため、異常が検出されたときには素早く警告を表示することと、異常が継続してい
るときは継続して警告を通知することと、映像を記録しているタイミングを避けて警告を
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表示することを満たす警告表示が求められている。
　本発明は前述の問題点に鑑み、警告による撮影の邪魔を最小限に抑えながら異常が継続
している警告をユーザに確実に通知できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の撮像装置は、撮像手段で撮像された動画像を記録媒体に記録するように制御す
る記録手段と、撮像装置で発生した異常を検出する検出手段と、前記撮像手段で撮像され
た動画像、及び前記検出手段が異常を検出したことを通知する警告表示を表示することの
できる表示手段と、前記検出手段により撮像装置で異常が発生していることを検出した際
に、前記異常に関する警告表示をまだ表示していない場合は、前記記録手段によって動画
像を記録中であるか否かに関わらず当該異常の検出に応じて当該異常に関する警告表示を
前記表示手段に表示し、前記検出手段により撮像装置で異常が発生していることを検出し
た際に、前記異常に関する警告表示を既に表示していた場合は、前記記録手段による動画
像の記録中には前記異常に関する警告表示は表示せず、前記動画像の記録が停止した際に
前記検出手段で前記異常が検出されていた場合に前記異常に関する警告表示を前記表示手
段に表示するように制御する制御手段と
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、警告による撮影の邪魔を抑えながら異常が継続している警告をユーザ
に確実に通知できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】デジタルビデオカメラのシステム構成例を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態の撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】第１の実施形態の撮像装置の動作を表すシーケンス図である。
【図４】第１の実施形態における警告表示例を示す図である。
【図５】第２の実施形態の撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施形態の撮像装置の動作を表すシーケンス図である。
【図７】第２の実施形態における第２の警告表示例を示す図である。
【図８】第３の実施形態の撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図９】第３の実施形態の撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態における第３の警告表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明を適用した撮像装置としてのデジタルビデオカメラの構成例を示すブロ
ック図である。
　図１において、撮像部１は光学系レンズ、ＣＭＯＳセンサー等の撮像素子、オートフォ
ーカス機構、ズーム機構等からなる。撮像部１は、カメラ制御部３の指示に従い、被写界
に対して焦点や光量等を調整し、レンズを通して結像された被写界の光学像を映像信号に
変換し、カメラ信号処理部２に送出する。カメラ信号処理部２は、カメラ制御部３の指示
に従い、撮像部１から入力された映像信号に所定の信号処理を施して、記録系信号処理部
６に送出する。
【００１２】
　操作部１２の一部は、カメラ系に関する各種スイッチ、ダイヤル（ＡＦオン／オフ、Ａ
Ｅオート／ロック、プログラムＡＥ等）類から構成され、操作者からの指示をシステム制
御部４を介してカメラ制御部３に送出する。カメラ制御部３は、マイクロコンピュータ等
により構成され、システム制御部４、操作部１２の指示等に従ってカメラ系全体を制御す
る。
【００１３】
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　信号処理部５は、記録系信号処理部６と再生系信号処理部７とから構成され、システム
制御部４の指示により、記録・再生の信号処理を行う。記録系信号処理部６は、カメラ信
号処理部２から出力された信号に対して、所定の信号処理を施して映像信号を生成し、こ
の映像信号をシステム制御部４を介して記録媒体９に送出し、記録媒体９に記録されるよ
うにする。
【００１４】
　記録媒体９は、ハードディスク、ＤＶＤ、フラッシュメモリなどからなり、システム制
御部４からの制御により映像信号が記録される。記録された映像信号は、操作部１２を操
作することによって再生するときに読み出され、システム制御部４、再生系信号処理部７
を経由して、液晶パネル８に表示される。
【００１５】
　システム制御部４は、前述した、デジタルビデオカメラの各種機能を総合的に制御する
マイクロコンピュータ４ａ、制御プログラムを格納した不揮発性メモリ４ｂ、一時的に使
用するデータを保管する揮発性メモリ４ｃ等から構成される。このように構成されたシス
テム制御部４は撮像装置全体の動作を制御する。
【００１６】
　操作部１２の一部は、ＶＴＲ系、及び装置全体に関する各種スイッチである。本実施形
態においては、（[↑]、[→]、[↓]、[←]、[SET]、[END]、[PRINT]、[MENU]、[PLAY]、[
FF/REW]、[STOP]、[START/STOP]）等を備えている。これらの各種スイッチが操作者によ
り操作されることにより、操作者の指示がシステム制御部４に送出される。操作部１２の
一部を構成する電源モードスイッチは、本体の電源モード（カメラ／切／ＶＴＲ）を選択
するためのスイッチで、その状態をシステム制御部４に送出する。
【００１７】
　液晶パネル８は、信号処理部５で処理された映像信号を映し出すと共に、文字や記号に
よる本体の各種情報の表示や各種画面を映像に重畳して表示する。
　ファン１１は、撮像部１などで発熱した際のカメラの温度上昇を緩和するための冷却機
構である。システム制御部４により、回転の制御が行われる。また、ファン１１にはファ
ンの回転を検出してパルス状の信号を出力するファン回転検出部１０が接続されている。
【００１８】
　ファン回転検出部１０から出力されたパルス状の信号は、システム制御部４で監視され
る。ここでは、予め定められた所定の時間内にパルスの検出が行われなかった場合や、単
位時間当たりのパルス数に異常が見られた場合にファン１１の異常と判定して異常検出す
る。異常が検出されると、システム制御部４は液晶パネル８上にビットマップ表示として
警告を表すメッセージを表示する。
　第１の実施形態では、ファンの異常を検出したときに、最初は映像記録中であっても警
告を表示し、それ以降は映像記録を停止したときに警告を表示する例について説明する。
【００１９】
　図２は、第１の実施形態の動作を表すフローチャートであり、ファンの回転が低下した
異常をファン回転検出部１０からの信号に基づいてシステム制御部４が検出して警告を表
示する制御処理の流れを表している。この処理は、不揮発性メモリ４ｂに記録されたプロ
グラムを、ワークメモリとして機能する揮発性メモリ４ｃに展開してシステム制御部４が
実行することで実現する。
　最初に、Ｓ２０１ではファンの回転数の異常を表す警告が一度でも表示されたか否かを
判定するために使用する、警告表示済みフラグ（揮発性メモリ４ｃに保持）の状態をＯＦ
Ｆに初期化する。
【００２０】
　次に、Ｓ２０２では、ファン回転検出部１０から出力されたパルス信号に基づいてカウ
ントした所定時間内のファンの回転数を取得する。取得したファンの回転数を、あらかじ
め定められた異常と判断する閾値Ｎ（不揮発性メモリ４ｂに格納されており、プログラム
実行時は揮発性メモリ４ｃに読み出して保持）と比較する（Ｓ２０３）。ファンの回転数
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がＮよりも大きければファンは正常に動作ししているものとして警告の表示処理は行わな
い。一方、Ｓ２０３においてファンの回転数が閾値Ｎ以下であった場合は、ファンの回転
数が異常であると判断して、警告を表示するためのＳ２０４の処理へ進む。
【００２１】
　Ｓ２０４では、ファンの回転数の異常を表す警告が一度でも表示されたか否かを判定す
る警告表示判定を行うために、警告表示済みフラグの状態を確認する。警告表示済みフラ
グがＯＦＦのときは、まだ警告が表示されていないので、Ｓ２０５に進んで警告表示を行
い、その後、警告表示が行われたことを示す警告表示フラグをＯＮにする（Ｓ２０６）。
【００２２】
　一方、Ｓ２０４において警告表示フラグがＯＮのときは、既に警告が表示された形跡が
あり、さらにその異常が検出されている状態が継続していることを示すので、Ｓ２０８の
条件分岐への処理に進む。Ｓ２０８では、動画記録中から動画記録停止へとデジタルビデ
オカメラの映像記録の状態が遷移したか否かを確認し、状態遷移が行われたときであれば
Ｓ２０５へと進んで警告表示を行う。その次はＳ２０６の警告表示フラグを立てる処理と
なっているが、Ｓ２０８からＳ２０５に進んだ場合には行わなくてもよい。Ｓ２０８にお
いて状態遷移が行われていないとき、すなわち動画記録が継続しているか、動画記録を行
っていないときには、警告表示を行う条件から外れるため、Ｓ２１１へ進む。
【００２３】
　Ｓ２１１では、表示中の警告を非表示にするための操作（例えば、後述のＯＫボタンの
押下）をユーザが行ったか否かを判定する。ユーザが非表示にするための操作を行った場
合は、Ｓ２１２に進んで警告表示を解除する。Ｓ２１１で操作を行っていないと判定した
場合は、Ｓ２０７に進む。
【００２４】
　Ｓ２０７においてファンの異常を検出する処理が終了する条件を満たしていれば、Ｓ２
１３に進み、警告表示を解除し、Ｓ２１０で警告表示済みフラグをＯＦＦにリセットした
後に本シーケンスは終了する。
【００２５】
　一方、Ｓ２０７において、終了条件を満たしていない場合は、継続して処理が行われる
ため、Ｓ２０７からＳ２０２へと進む。Ｓ２０７の終了条件としては、デジタルビデオカ
メラの電源をＯＦＦにした場合や、撮影を行うカメラモードから記録した映像を再生する
再生モードに切り替えた場合などが該当する。本実施形態の撮像装置は、カメラモードお
よび再生モードの他に、複数の動作モードが存在するものとする。
【００２６】
　一方、Ｓ２０３のファン回転数の確認処理において、ファンの回転数が閾値Ｎよりも多
かった場合、システム制御部４の処理はＳ２１４へと進み、警告表示を解除した上で、Ｓ
２０９で警告表示済みフラグをＯＦＦにする。警告表示済みフラグをＯＦＦにすることで
、再びファンの異常を検出したときに、これまでに述べた処理を最初から行うことができ
る。
【００２７】
　図２の制御フローに従って警告を検出する処理を、実際のデジタルビデオカメラの記録
タイミングと合わせて図３を参照しながら説明する。
　図３（Ａ）は、横軸を時間軸として、デジタルビデオカメラで記録を行っているか否か
の状態を時系列で表現したものである。「記録中」と表記している部分が映像を記録して
いる状態を表し、それ以外は記録待機中の状態を表している。
【００２８】
　図３（Ｂ）は、ファンが異常か否かの状態を時系列で表現したものである。「ファン異
常」と表記している部分はファンに異常があった状態を表しており、それ以外はファンが
正常であったことを表している。
【００２９】
　図３（Ｃ）は、警告表示をしているか否かを時系列で表現したものである。「警告表示
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」と表記している期間が警告を液晶パネル８に表示している状態を表しており、それ以外
は警告表示を行っていない状態を表している。
【００３０】
　図３（Ｄ）は、それぞれのファン異常に対するファン異常警告表示済みフラグの状態を
表している。「ファン異常警告表示済みフラグＯＮ」と表記してある期間が、それぞれの
警告を表示したことを表すフラグがＯＮになっている状態であり、それ以外は同フラグは
ＯＦＦになっている。
【００３１】
　図３において、Ｔ１の時点は（Ｂ）にあるファン異常１を検出した時点である。このと
き、（Ａ）においてデジタルビデオカメラは記録中でなく、まだ警告表示済みフラグが立
っていないため、直ちにファン異常１を通知する警告（Ｃ）の警告表示（１－１回目）を
表示する。ここでは、警告表示は図４のような画面であるものとし、ユーザが操作するこ
とでＴ２の時点で解除される場合の動作を記している。
【００３２】
　図４では、撮影中の映像に重畳してファンエラーが発生していることを示す警告メッセ
ージと、警告を消去するためのＯＫボタン（ソフトキー）が表示されている。操作部１２
に含まれるスイッチ、ボタン類のうち、ＯＫボタン（ソフトキー）に対応したものを押下
することによって、図４の警告を消去することができる。この警告表示により、ファン異
常１に対する警告表示済みフラグは一旦ＯＮ状態になるが、その後Ｔ３でファン異常１が
解消されているため、そのタイミングで同フラグはＯＦＦへと状態変化する。
【００３３】
　図３のＴ５の時点は、図３（Ｂ）にあるファン異常２を検出した時点である。このとき
、図３（Ａ）においてデジタルビデオカメラはＴ４の時点から映像記録中になっているが
、まだ警告表示済みフラグが立っていないため、直ちにファン異常２を通知する警告図３
（Ｃ）の警告表示（２-１回目）を表示する。この警告表示により、ファン異常２に対す
る警告表示フラグはＯＮとなる。Ｔ６で警告表示をユーザが解除してもファン異常２の状
態は継続しているため、図３（Ａ）のＴ７において映像記録を終了すると、今度はＴ７の
時点でファン異常２に対する２回目の警告表示（２－２回目）が行われる。
【００３４】
　Ｔ８で再び映像記録を開始して、Ｔ９の警告解除後にＴ１０で映像記録を終了すると、
Ｔ１０の時点で３回目の警告表示（２－３回目）が行われる。警告表示をＴ１１で解除し
た後も、ファン異常２の警告表示済みフラグはファン異常２が継続している間はＯＮで保
持されるが、ファン異常２が解消した時点Ｔ１３で同フラグはＯＦＦになる。Ｔ１２で記
録を開始した映像記録を、同フラグがＯＦＦになった後のＴ１４で停止しても、そのタイ
ミングでは警告表示は行われない。
　これ以降、以上に説明した流れのようにして、次のファン異常が検出される毎に同じ動
作が繰り返される。
【００３５】
　また本実施形態では、警告表示はユーザの手によって解除される方式について説明した
が、ユーザが解除することは必須ではなく、例えば一定の期間が経過すると表示が解除さ
れるような形態でも同様の効果が得られる。
【００３６】
　なお、前述した実施形態では動画撮影の例で説明したが、本発明は動画撮影以外にも適
用することができる。例えば、ある程度の期間継続した撮影動作を行う場合、途中で警告
が出過ぎると撮影の邪魔になる問題点を解消することができる。具体的には、静止画の連
写撮影中、静止画の長秒時露光中などに適用することができる。
　本実施形態によれば、最初に撮像装置の異常を検出したときは、撮像装置が映像を記録
しているか否かに関わらずユーザに異常を通知することができるので、いち早く注意を喚
起することができる。また、一度異常を通知した後は、異常が検出され続けている限り、
映像を記録しているときを避けてユーザに異常を通知することができるので、継続して注
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意を喚起することができる。すなわち、警告による撮影の邪魔を抑えながら異常が継続し
ている警告をユーザに確実に通知できる。
【００３７】
＜第２の実施形態＞
　第２の実施形態は、第１の実施形態で表示した図１のシステム構成で、第１の警告表示
の動作に加えて、第１の警告表示を解除した後にファンの異常が継続している間、表示形
態の異なる第２の警告表示を出す例を説明する。第２の警告表示を出すことで、ファンの
異常を常に通知することを特徴としたものである。第２の警告は、例えばアイコンの形態
になっており、そのために液晶パネル８に占める表示の割合が低く、第１の警告表示より
も目立たないものの、表示しても邪魔にならないという特徴を持つものとする。
【００３８】
　図５は、第２の実施形態の動作を表すフローチャートである。この処理は、不揮発性メ
モリ４ｂに記録されたプログラムを、ワークメモリとして機能する揮発性メモリ４ｃに展
開してシステム制御部４が実行することで実現する。図５において、Ｓ２０１からＳ２１
４までは、個々の役割が図２におけるＳ２０１からＳ２１４までと同じであるため、ここ
では同一のステップ番号を付して細かい説明は省略する。
【００３９】
　Ｓ２０５において警告の表示を行った後、Ｓ２１１で警告表示を解除する条件が整った
場合、第１の実施形態と同様にＳ２１２において警告表示が解除される。このタイミング
で、本実施形態では警告表示に代わる第２の警告表示である警告アイコンを表示する（Ｓ
５１５）。ここで表示する警告アイコンは、図７にあるようなアイコン表示に代表される
警告表示であり、デジタルビデオカメラで映像を記録している最中であっても邪魔になら
ない程度の大きさで表示されるものである。
　その後、表示した警告アイコンは次のタイミングで非表示に代わる。
【００４０】
　１つ目は、映像の記録を行って記録を停止したタイミング（Ｓ２０８でＹｅｓ）である
。このときは、Ｓ５１８で警告アイコンを消去し、その後、再び第１の警告が表示される
（Ｓ２０５）。
　２つ目は、Ｓ２０３でファンの回転数が閾値Ｎ以上であると判定され、Ｓ２１４で警告
を表示する条件が解除された後で、Ｓ５１６で警告アイコンを消去したときである。
　３つ目は、ファンの警告のシーケンスが終了したとＳ２０７で判定された場合である。
この場合、Ｓ２１３で警告表示を解除し、その後、Ｓ５１７で警告アイコンを消去する。
【００４１】
　図６を用いて同様に説明する。
　図６において、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は図３と同様であり、（Ｅ）は図３の（Ｄ）と
同様である。図６の（Ｄ）は、第２の警告を表示するタイミングを表している。
　ファン異常１に対する警告表示（（Ｃ）の１－１回目）の表示が終わると、Ｔ２のタイ
ミングで（Ｄ）のように警告アイコンの表示が開始される。その後、ファン異常１が解消
されると、Ｔ３のタイミングで警告アイコンの表示は終了する。
【００４２】
　次に、ファン異常２が発生したときは、警告表示（２－１回目）の表示が行われた後、
Ｔ６のタイミングで警告アイコンが表示される。Ｔ７で警告表示（２－２回目）が表示さ
れると、そのタイミングで警告アイコンは非表示に変わる。このように、ファン異常２が
継続している間は、第１の警告表示である２－１回目から２－３回目の警告表示が行われ
ている以外の期間は、第２の警告である警告アイコンが表示される。ファン異常２が解消
されるＴ１３のタイミングで、警告アイコンは非表示へと変わる。
【００４３】
　本実施形態では、ファンの異常を例に警告の表示方法について述べてきたが、電源の異
常や本体の熱の異常を警告として通知する場合など、異常の内容についてはファンに限定
するのものではない。
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　また、本実施形態では第２の警告であるアイコン表示は、第１の警告表示と同時には表
示しないものとして説明を行ったが、ファン異常が継続している間は常時表示する形態で
あっても、同様の効果が得られる。
【００４４】
＜第３の実施形態＞
　第３の実施形態では、デジタルビデオカメラの電源供給を行うバッテリの電圧が低下し
たときに警告表示を行う例について説明する。なお、本実施形態で説明するデジタルビデ
オカメラでは、電源電圧としてバッテリの他にＣＡ（コンパクトパワーアダプタ）が接続
できるものとし、警告を表示するのはバッテリだけを電源として使用している場合として
いる。
【００４５】
　図８は、本実施形態のデジタルビデオカメラのシステム構成の一例である。１～９、及
び１２は図１と同じであるため、ここでは説明を省略する。
　図８において、電源制御部８１は、システム制御部４からの制御に従ってデジタルビデ
オカメラの各ブロックで使用するＩＣなどへの電源を供給するための制御を行うなど、電
源に関する制御を行う機能ブロックである。
【００４６】
　バッテリ８２は、本体から着脱可能なバッテリである。ＣＡコネクタ８３は、コンパク
トパワーアダプタ（ＣＡ）からデジタルビデオカメラに電源を供給する際に、コンパクト
パワーアダプタとの接続口となるコネクタである。ＣＡコネクタ８３にコンパクトパワー
アダプタが接続されているときは、バッテリ８２からは電源供給されず、コンパクトパワ
ーアダプタからのみ電源供給が行われる。逆に、コンパクトパワーアダプタが接続されて
いない場合は、バッテリ８２からのみ電源供給が行われる。この排他制御は、電源制御部
８１によって行われる。また、電源制御部８１では、主電源となるバッテリまたはコンパ
クトパワーアダプタからの電源電圧を監視し、システム制御部４に通知するという機能も
有している。
【００４７】
　図９は、本実施形態における撮像装置の動作のフローチャートである。この処理は、不
揮発性メモリ４ｂに記録されたプログラムを、ワークメモリとして機能する揮発性メモリ
４ｃに展開してシステム制御部４が実行することで実現する。図９において、Ｓ２０１、
Ｓ２０５からＳ２１４までは、図２におけるＳ２０１、Ｓ２０５からＳ２１４までと対応
しており、内容も同じであるため、同一のステップ番号を付してここでは説明を最低限に
とどめる。以下の処理は、システム制御部４が撮像装置の各部を制御することにより実行
される。
【００４８】
　図９において、最初にＳ２０１で警告表示済みフラグの状態をＯＦＦにし、続いて電源
制御部８１からバッテリ８２の電圧を取得する（Ｓ９０２）。得られたバッテリの電圧が
、あらかじめ定められた異常と判断する閾値と比較し（Ｓ９０３）、バッテリの電圧が閾
値よりも高ければ正常と判断し警告表示の処理は行わない。
【００４９】
　一方、Ｓ９０３において電源電圧が閾値以下と判定した場合は、バッテリ８２の電圧が
異常であると判断して、コンパクトパワーアダプタ（ＣＡ）を接続しているか否かを確認
する処理Ｓ９１５に進む。コンパクトパワーアダプタを使用している場合は警告の表示を
行わず、警告が表示されている場合には表示を解除するため、Ｓ２１４へと進む。
【００５０】
　コンパクトパワーアダプタを使用していない場合は、警告の表示を行うためにＳ２０４
へと進む。この先の警告の処理は第１の実施形態と同じである。警告表示済みフラグが立
っていなければ（Ｓ２０４）、警告表示を行い（Ｓ２０５）、警告表示済みフラグが立っ
ている場合にはＳ２０８の動画記録中から動画記録停止に遷移したときに警告表示を行う
という処理へと進む。本実施形態で表示する警告は、図１０のようなものである。
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　バッテリの電圧が閾値よりも低くなって警告を表示している状態から、一転してバッテ
リの電圧が閾値よりも高くなったと判定することがＳ９０３であった場合には、警告表示
は継続してＳ２１１に進むことで、警告表示が出たり消えたりすることを防ぐ。Ｓ２１１
で警告表示解除条件を満たした場合は、バッテリの電圧が閾値よりも高くなった場合でも
警告表示は解除する。
【００５２】
　次に、警告を表示している状態からＳ９１５の判定でコンパクトパワーアダプタを使用
していると判定した場合は、異常な状態が解除されたものとするため、Ｓ２１４にて警告
表示を解除して、警告表示済みフラグをＯＦＦに戻す（Ｓ２０９）。
【００５３】
　なお、システム制御部４の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハード
ウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。さらに、前述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、
各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００５４】
　また、前述した実施形態においては、本発明をビデオカメラに適用した場合を例にして
説明したが、これはこの例に限定されず、液晶パネル８のような表示部を備え、ある程度
の期間を有する継続した撮影動作を行う撮像装置であれば適用可能である。例えば、静止
画の連写撮影や静止画の長秒露光撮影やバルブ撮影を行える撮像装置にも適用可能である
。すなわち、本発明の撮像装置は、カメラ付きのパーソナルコンピュータやＰＤＡ、カメ
ラ付きの携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ、カメラ付きのディスプレイを備えるプリ
ンタ装置などに適用可能である。また、カメラ付きの音楽プレーヤー、カメラ付きのゲー
ム機、カメラ付きの電子ブックリーダーなどにも適用可能である。
（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、前述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（コンピュータプログラム）を、ネットワーク又は
各種のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する。そ
して、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラム
を読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００５５】
　撮像部、２　カメラ信号処理部、３　カメラ制御部、４　システム制御部、４ａ　マイ
クロコンピュータ、４ｂ　不揮発性メモリ、４ｃ　揮発性メモリ、５　信号処理部、６　
記録系信号処理部、７　再生系信号処理部、８　液晶パネル、９　記録媒体、１０　ファ
ン回転検出部、１１　ファン、１２　操作部



(11) JP 5836753 B2 2015.12.24

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(12) JP 5836753 B2 2015.12.24

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(13) JP 5836753 B2 2015.12.24

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－１８５８９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平４－４８８７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２８４３５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２６２１３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０３６６６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１８４０３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２～２５７　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１７／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

